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『原爆被爆世帯における家族解体とその再組織化』
－広島市Ｆ地区調査世帯の事例研究一

TheCaseStudyofFamilyDisorgallization

-OntllcAtomic-BombedFamilyiI111irosllima-

Ｉ・序論

１．

広此と長崎に投下された原子爆弾によってもたらされ

た被爆被害の実態，さらに被爆者の健服上，生活上の諾

問題についてはこれまで，医学，自然科学の分野を':ﾄ'心

に多数研究がなされている。

しかし，原爆被害の社会的影響に閲して，社会科学

の領域からなされてきた研究は未だ数少いものといえ

る（１）。

とりわけ，被爆を埜点とし今日に至る過程において被

爆披告が地域社会，家族，個人にもたらした諸影響につ

き，組織的に分析をこころ承ようとしたものは，この数

年に至るまでは兄られなかった。

しかし，最近の数年間に，こうした原爆被爆の社会的

影響に関する調査研究の必要性が被爆者援護の問題と絡

んで強く叫ばれるようになり，こうした気運のなかで，

広島大学原爆放射能医学研究所の組織的調査研究(2)が着

手され，さらに厚生省が被爆者の健康と生活に関する実

態調査(3)を実施するなどいくつかの注Ｈすべき研究資料

がつみ重ねられてきている。

さらにまた，過去四年間，独自の立場で慶応義塾大学

の米山桂三教授，川合隆男講師を中心とする共同研究班

が「被爆者，社会的諸集団，地域社会の(1)存続形態，

(2)社会的反応・態度,(3)再組織化･再猫成化過程の相互

関連的な把握」を主題とする被爆後の陛島における社会

変動研究を組織的にすすめてきており，すでに幾つかの

論文が両氏によって発表されている(4)。筆者もまた当研
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究班に参加し，昭和40年３ｊｊに，市内11商店会商家の被

爆後の再組織化を分析した修土論文「被爆地広島市にお

ける商店街集団の両組織過程」を発表している。さらに

また，慶応義塾大学経済学部の中鉢正美教授は，生活構

造論的アプローチから被爆者の生活史における原爆被爆

の影緋に関する調査研究をおしすすめており，上記共同

研究班との間に研究交流が行われている。

本稿は上記共同研究班が昭和41《ｆ８月に行った広島市

・町内地区調査で筆者が調査を直接担当したＦ地区被爆

世帯の事例をもとに各世淵の被爆前より今日にいたる生

活史に現出した家族解体現象の検討を意図したものであ

る(5)。

こうした意図は，さらに次のような|川題を含んでい

る。すなわち，（１）原爆被爆は家族にどのような被害を

もたらしたか，その結果家族はいかなる家族機能上の|嘩

害を現象しているか。(2)家族の機能障害は家族の形態

と構造にどのような変化をもたらしたか。そうした変化

の過程においていかなる家族が家族解体（familydis‐

Organization)を招来し,もしくは招来しないか。そこに

ふられる解体の構造的性格と解体程度はどうか。(3)家

族解体はいかなる地域社会の背景と時期的推移のなかに

おいて惹起しているか。(4)家族解体はどのように再組

織化されるか，再組織過程における家族の構造上の適応

がどのような場合に成功し，もしくは成功しないのか。

そのことは地域社会の背景とどのような関連を有してい

るのか，などの諸点である。

本稿は，こうした諸点の検討を今後持続的に横致累ね

ていくためのささやかな一里程であり，筆者の「広島研
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究」における一つのモノグラフを目論んだものである。

この意味からも，本稿の主題の検討は，時期的には被爆

直前から昭和20年末に限定し，内容は事例の部分的検討

に止どめている。

これらの範囲を超えるものに関しては，今後の作業に

期したし､。

２．

家族解体という言葉は，今ロに至るまで様なに使川さ

れ論じられてきた。

それらの概念も極めて多様なものであるが要約すれば

次の四つのタイプに分類することができよう。

すなわち，第一は家族解体を家族内椛成員|州の気質

上，価値観，態度などの不一致，不適応によって生ずる

家族緊張（familytension）そのもの、もしくはそれの

結果現象と承なすもので，これにより各種各様の家族機

能の障害が連鎖的，反応的に招来される緊張状態である

とするものである。

この考え方はアメリカ社会学における社会解体論グル

ープに顕著であり，エリオットとメリルは家族解体を

｢夫婦間の価値感，態度の衡突によって良好な家族機能

の遂行が困難となる過程」であると規定している(6)。

さらに，こうした夫婦間の不和，不適応は個人的習癖

にもとずく緊張(personalbehaviorpattemtension)(7)

や気質の違いにもとずく緊張（genicandpsychogenic

tension)などによるものが多し､ことを強調しており，一

般的に夫婦間の病理的状態に集約される傾向をもってい

る。

この他に，家族成員が共辿に有している態度や価値・

目標が分化したり，崩壊していく過程を重視する立場が

あり(8)，その際，モビリティの増大，文化の相違や生活

様式の変化などにもとづく成員間の不調整不統合が問題

にされるのである(9)。

第二のタイプは，家族の構成形態を重視し構造機能的

に家族の解体現象をとらえようとする立場である。

この典型はいわゆる欠損家族（brokenfamily）的接

近方法に代表されるもので，夫婦のいずれか，もしくは

双方が死亡・離婚・別居・失除などの原因により家族構

成上の欠損が生じる結果，子女の社会化などを中心に家

族機能に障害が招来するものとみなす観点である('0〉。

この場合，母子世帯など欠損家族の柵成形態上の類型

設定が分析の軸となっている。

更に欠損家族の概念を広鍍に拡大して実際に構成的欠

損が生じていない場合でも，出稼ぎ，焚期出張，別店，

節８号１９６８

拘留，召集などにより実貨的欠損状態を来たしているも
のを準欠損家族（quasi-brokenfamily）もしくは不完

全家族（uncompletedfamily）と規定し，それによっ

てもたらされる機能障害を論じる観点がみられる〈'')。

第三のタイプは，家族解体を家族の役割構造の解体も
しくは崩壊とみなす立場である('2)。

たとえばグード('3)は家族解体を「一人あるいはそれ

以上の家族成員が自己の役割義務を完全にはたさない場

合における家族の役割枇造の解体もしくは崩壊」と規定

し，次のような解体類型を提出している。すなわち，

(1)非嫡出(2)離婚・別暦及び遺棄(3)形骸家族(empty‐

shellfamily）(4)不可抗力による夫ないし妻の欠損，

(51不可抗力による主要な役割の欠損などである('４)。

このような考え方は，第一ならびに第二のタイプ（特

に広義の欠損家族）に近似する側面をもっているが，こ

の場合の特徴は解体現象をより構造的概念としてとらえ

ている点にあるとl‘､える。

第四のタイプは家族の生活水準，もしくは生活構造の

lMl題に注目することにより，家族の異常性，リ,jj理性を検

討する立場である('5)。典体的には,貧困世帯の類型を設

定して，それらを異常家族として分析する観点である。

たとえば，関清秀('6>は，「貧困(生活水準)の問題は家

族の機能に関連するが，（中略)家族の経済的機能が阻害

されているということは，その構造に欠陥があることを

怠味している。すなわち貧困という現象は家族の病理現

象と密接に関連している」とのべて，次のような異常家

族の九類型を設定している。すなわち，Ａ型母子世帯，

Ｂ型父子世滞，Ｃ型老人世帯，Ｄ型子供世帯，Ｅ型多子

世椛，Ｆ型病人世帯，Ｇ型不和世帯，１１型不適応世帯，

Ｉ型複合世帯などである('7)。

さて，以上概述した解体家族の概念に関する四つのタ

イプは，いずれも解体の現象が何らかの家族機能の障害

により結果しているという点で共通しているが，解体分

析の目的と視角，解体の範囲と基準，ならびに方法論な

どにおいて様なであり，それらの現実的適用においては

いくつかの問題点を含んでいるといわなければならな

い。すなわち，それは次の諸点に集約されよう。①夫婦

|川ならびにその他の成貝の間に生じる価値観の衝突，態

度の不適応，性的不一致などにより結果する家族緊張現

象は現実には実証的な測定が困難であること，さらに，

家族解体現象をこうした家族成員間の不和，不適応に限

定した病理現象とした場合には，欠損家族にしばしば染

られる緊張を発生条件としない機能障害を説明すること

ができない。成員の社会的不適応を役割関係の異常性に
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解消してしまうことになる。②成員の欠損，準欠損(機

能的，心理的欠批状態）など家族の構成形態上の特徴を

類型的(たとえば雌子世滞，老人世帯など)にとらえて分

析する方法は，概念的には明解であっても，仙別ケース

を吟味する場合には形態分析にかたよる傾向があるこ

と。さらに解体発生条件（障害要因）とそれを受容する

家族の椛造との111互規定関係，ならびに解体解消条件

(再組織要因)との関係を動的に検討する上で平而的，一

般的記述分析におわる傾向があること。たとえばすべて

の欠損家族が欠損発生の承でただちに機能障害を結果す

るわけではなく，そうした欠損を何らかの方法で埋める

ことによって障害を惹起しないものもあると考えなけれ

ばならない。特に，拡大家族の場合，そうした問題が生

じるのであり，直系家族における欠損状態を半欠扱家族

(semi-brokenfamily)と規定するものも承られるが(18)，

一般的にそうであっても，個別ケースでは俄かにその是

非を決定できない。いずれにせよ，当該家族が一定の生

活過程で解体を惹起しているか否かの測定（特に解体の

範囲と程度について）は形態と構造の関係枠が明確に位

置ずけられ，解体発生条件としての機能障害要因ならび

に再組織要因の介在がその関係枠でどのように連関する

かを承ないかぎり困難といわなければならな｛‘,。

③家族解体現象を実証的に検討する場合，グードなど

が規定するような成員間の役割体系のセグメントだけで

充分かどうかと！‘､うことが問題となる。役割関係によっ

て家族の内部柵造を徴視的にゑていく場合には，たとえ

そこに家族周期（familylifecycle）の検討を加えて，

家族生活の発達段階をおさえていくにしても，一定の生

活様式，水準を規定する社会変動の波動要因をうまくす

くえないように思われるもちろん，社会変励の波動

は，役刻の欠批準欠損の内実を検討することにより間

接的に役割椛造に投影化しているものとすることも考え

られるがそこにはやはり何らかの媒介項（たとえば生

活構造）の介在を必要としていると考えられる。さらに

又，役割構造の解体を検討する場合には，役割の代替

(rolesubstitutability)('９）による構造の均衡，不均衡

を考慮する必要があること，さらに家族の解体現象をそ

れと対応する両:組織化と連関させて分析する必要がある

ことを指摘しなければならない。④第四のタイプである

貧困類型による分析はそれの病理測定が形態的概念を軸

として行われる限りは，すでに②において指摘した問題

点がそのまま当てはまる。但し，関清秀が行なった異

常家族の貧困頬型による測定は類型の複合性を考慮して

いる点で極めて示唆的である。今後，こうした生活椛造

論的アプローチは家族解体分析において布効性を見出す

必要があると考えられる。

本稿は甚だ未整理な方法ではあるが，以上のべた問題

点を考慮した上で次項における分析枠を設定している。

３．

家族解体とは，家族機能の何らかの'瞬|；要因を発生条

件とする家族の機能障害現象が家族の役割拙造と生活構

造の解体もしくは破壊を通じて結果する過程である，と

規定することができる。

この場合，家族解体の論理構造は，発生条件たる機能

障害要因，それの役割構造，生活構造における介在によ

る機能障害現象，さらにその結果顕在的に惹起される役

割構造と生祇柵進上の解体現象の三つの仙点から考察す

ることができる。

正常なる家族は家族成員が各自の役割遂行を通じて

①経済的・生活保証的機能，②家庭管理機能，③性的生

殖的機能，④教育的・養育的機能，⑤精神衛生的機能の

五つの機能充足が良好にはたされ，環境への適応，目標

の達成，成員関係の統合と指導，成員の教育と内部緊張

の処理が円洲に運行していることを条件としている。さ

らにまた，四つの家族機能は各為を一定の生活椛造に規

定されて展|)Nされる諸活動の行動的側而としてとらえる

ことができるから，正常な家族は，経済的・生活保証的

活動やその他の活動が一定の生活のシステムを適正に維

持しているものとすることができる。

したがって，家族が正常であることの要件には，役割

構造と生活柵造の均衡維持が問題とされることになる。

この場合，家族の役割構造とは家族成貝|川の独ｎな役

割配分と役剤期待の調整によって一定の均衡を維持して

l‘,る家族内部の人間関係構造を指すものである。

さらに家族の生活構造とは，家族の社会系として外部

に開かれた一定の社会的広がりのなかで，成員が各自の

役割遂行活動を通じてくりかえされる、常的接触とその

社会的経済的文化的関係（生活様式と水漁に基ずく生活

行動の系）によって構造化されている生活の仕組象とす

ることができる。以上のような家族の役荊枇造と生活構

造は実際にはIllj若が分かちがたく，１:'1互規定I'脚に述閃し

ているといわなければならなし､が，敢えて，生活枇造の

領域を設定したのは，家族外部の社会的諾集団との関係

を通じて，社会変動の波動を直接うけとめる側面を重視

したことによる。

家族の構造はかくして役割構造と生活柵進上の相互規

定的関係によって成りたつ全体的枇造概念であるといえ
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る。

正常ならざる家族，すなわち異常家族は，こうした家

族の役割構造，生活榊造の均衡を家族機能の障害要因を

発生条件とすることによって生じる機能陣需現象により

崩され，解体化する過腿と考えるものである。

本稿において具体的に家族機能の障害要因として挙げ

ているものは次のとうりのものである。すなわち．(A)死

亡欠狼，（副離婚､遺棄，失腺，（C)別居,兵役羽集,疎開，

長期出張，拘留など，（､)疾病、締神障害,その他の肉体

的損傷，（E)経済的資源の喪失(災害などによる資産の喪

失，破産，失職）（F)家族内外の不適応要因(差別などの

地域生活上の不適応，家業の斜陽化・低所得･過重労働・

職場での不満などによる職業生活上の不適応．貧困・成

員間の不和など家族生活上の不適応）などの諸要因であ

る。これらの要因が一つ以上複合的に発生する場合，そ

れらの発生形態は各々の記号の組合せによって示される

ことになる。原爆被爆の家族に加えられた被客はこうし

たいくつかの機能障害の嬰囚の組合せとして発生するも

のである。

こうした諸要因の発生を荻点として、機能障害現象が

家族の役荊椛造生活枇造に生じる。この場合，具体的

には前述した五つの機能の一つ以上が陣容をきたし，し

たがって各々の機能充足而の謡活動のいずれかに支障が

生じている状態を機能陳宙現象と規定することによっ

て，機能障害の程度を測定することができるのである。

すなわち，家族機能のいかなる障害状態が役割構造と

生活椛造のいずれかもしくは双方に現象しているかを

検証することによって家族の解体の有無および解体度を

測定しようとするもので，この場合、役割構造と生活構

造の双方もしくはいずれかに結果する障害現象の程度に

応じて(1)解体家族(2)準解体家族(3)緊張家族の三つのタ

イプを設定することができる。

これら三つのタイプのうち，家族解体として直接とり

あげるものは．(1)と(2)についてであり，（3)は解体の前期

的形態として規定している。但し，三つのタイプはいず

れも異常家族の範畷に入るものとする。

次に．家族解体の再組繊化に関して芳干の税明をして

おく必要がある。

家族解体の再組織化とば，．'Ⅱ:怖の内外における役割代

替者の存在，結婚、而幡，成側の復帰，世代の交替．生

活基盤（資源）の回復などの再組織要因の介在もしくは

選択により，それまで役劉櫛造と生活構造に現象してい

た機能障害現象を克服し，新しい構造的均衡をつくりあ

げようとする過程であると規定することができる。

第８号１９６８

再組織化ならびに再組織現象，解体と再組織化の連関

パターンについては，なお詳細な説明を要するが紙面の

都合のためここでは側愛し，後述の1'F例研究で触れるこ

ととしたい。

本稿は，以上概述した分析枠によって広島市Ｆ地区に

現川した被爆による家族解体を検討するが、この場合，

被爆を堆点として今｢Iに至るまでの時の経過を次のよう

な時期区分を設定することにより，各々の時期における

家族解体の性格とその変遷につきのべることにしたい。

すなわち，(1)被爆前期（昭和20年１月より被爆直前ま

で）(2)被爆後第一期（昭和20年８月６日の被爆時より８

月末日もしくは９月初めまで）(3)被爆後第二期(昭和２０

年９月初めより20年末まで）の三時期とする。

被爆前期を設定したのは被爆後との連続的側面をゑる

ためであり，また被爆後を20年末までの二時期に限った

のは原爆被爆が応接的に家族解体の発生条件たり得る時

期であることを地域社会全休の状態から考慮したからで

ある。

なお,昭和20年末以降については，(4)昭和21年より２４

年末まで(5)昭和25年より32年まで(6)昭和33年より現

在（昭和41年８月の洲査時点）の三区分を設定し，被爆

前期，被爆後第一期，第二期を含めて全休を六時期に区

分している。各時期につし､ては，それぞれＦ地区のレベ

ル，広島市のレペル，わがｍ全体社会のレベルでの時代

的背景のなかで被燥考の生活を面する特徴によって設定

している。

本稿では，検討できなかったが，昭和21年以降より今

日までに現われた極めてドラスティックな家族解体の様

相については別の機会に報告することを期して1,,る。

なお，最後に附記しなければならないことは本稿で扱

っているＦ地区調査の概要についてである。

当調査は昭和41年８月中旬から約三週間に亘って実施

され，さらに翌年８月の同時期に補充調査を行ってい

る。調査目的は前述した共同研究遜における「被爆地広

島巾における社会変動研究」の一環として行われたもの

で，４１年度より市内Ｋ町，Ｆ町の二つの町内地区におけ

る住民の被爆後の生活過祁を非被爆者を含めて調査した

ものである。

調査方法は，Ｆ地区については，マップ・サンプリン

グにより実施した。調在･ＩⅡ:補数は非爆者を含めて総数３９

世帯であるが，本稿の馴例では非被爆世帯を除外した。

なおＦ地区の母集剛であるＦ一丁目の全枇帯に占める被

爆世帯比は64.7％（砺和41年度広島市同和実態調査によ

る）にのぼり，市内他地区と比べても被爆者の住民に占
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めるウェイトは商い(20)。

Ｆ地区は市域西部の爆心地より約２キロ前後に位腫

し，五つのIllj･内地区よりなるＦ地域（人口約6()00人）の

なかの一地区である。当地域はI|]国地方で有数のl｢1和部

落としての地域特性を有しており，こうした歴史的社会

的性格は被爆時ならびに被爆後の被爆従民の生活を規定

していたといえる(2')。こうした検討も含めて,当該地域

の州生ならびにＦ地区調斉世補の原爆被密の実態とその

後の生活過程については，米ljI桂三と川合隆男がＫ地区

亦例との比較研究を試みた「原爆被爆とその後の社会生

活｣(慶応義塾大学法学研究，昭和43年３月)に誰者が報

告しているので参考にしていただければ幸いである(22)。

〔注〕

1）原爆被爆の諸問題に関する社会科学的諾研究の細

介については米111桂三，川合隆男，原Ⅲ勝弘「原

爆被爆とその後の社会生活」『法学研究」（昭和４３

年３月)にまとめられている。

2）ルk烏大学の志水清，湯崎稔を中心とする医学，社

会学の立場からの共同研究グループが「原爆被災
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る定着家族と来住家族の家族榊成の推移につい

て」と題して昭和41年度，４２年度のロ本社会学会
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負うところが大きい、

6）Elliott，Ｍ､Ａ､ａｎｄMerrill，Ｆ､Ｅ､,SocialDisor‐

ganization，1950,Harper＆Ｂｒothers，Ｐ、333.
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斐肌昭和42年，159-167頁。
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Hall，Inc.，ＰＰ、91-94.
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ｉｎＭｅｒｔｏｎ，Robert．Ｋ、andNisbet，Robcrt，
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York：Harcourt,Ｂｒace＆Worl(1,1961),Ｐ,370.

14）Goode,William.』.,ibid.,ＰＰ､91-92.

15）この立場の古典的存在として，Rowntree,Ｂ、

Sccbohn.，Poverty，ＡＳｔｕｄｙｏｆＴｏｗｎＬｉｆｅ，

ＯｒｉｇｉｎａｌＥｎｇｌｉｓｈｂｙＬｏｎｇｍａｎｓ，Green＆ＣＯ.，

1922.を挙げることができる。また，最近では中

鉢正美「現代の最低生活水準」『季刊社会保障研

究』Vol、３，Ｎｏ．３，昭和４２年が示唆に衝む。

16）関清秀「都市の家族」誠信書房，昭和41年。

17）関清秀「家族と貧附」森岡清美編『家族社会学』

有斐閣，昭和42年，１７３頁および１７６頁。

18）大橋蕪「欠損家族」前出，１５９頁。

19）役割の代替（RoleSubstitutability）の概念につ
いては，次の論文が役立った。

Ｌｉｔｗａｋ，Ｅｕｇｅｎｅ.，“ｅｘｔｅｎｄｅｄｋｉｎｒｅｌａｔｉｏｎｓｉｎ

ａｎｌｎｄｕｓｔrialdemocraticsociety,'，ｉｎＳｈａｎａｓ，

Ethcl･andStreib，Ｆ､Gordon.,socialstructure

andthefamily：generationalrelations，1965,

Prcntice-Hall，Ｉｎｃ･ＰＰ、291-323.

20）広島市民生局福利課編「広島市同和地区実態調査
集計表」昭和41年７月１日。なお，膜烏市同和郁

落の被爆者問題については，田村紀雄「原爆被爆

者問題」馬場鉄男他編『現代日本の社会問題』汐

文社，１９６７年３月．１５８頁に紹介されている。

21）この点については，山代巴編「この世界の片Wllで」

（岩波新書，１９６５年）の32-56頁に詳しく報告さ
れている。

22）Ｆ地区調査にあたって，店烏市西隣保館長の神崎

常夫氏，広島市原爆資料鮒の森弘館長ならびに

小堺氏，原爆文庫の山崎与三郎氏など多数の方々

のお世話になった。また，筆者の広島研究におい

て、これまで米111桂三教授，中鉢１F美教授，川合

隆男氏，米地実氏，佐藤茂子氏の諸先生から多大

のご教示をいただいてきた,-，ここに深く感謝する

次第である、
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鮒１表世帯形態別家族機能の障害要因発生状況

（昭和20年１月～被爆直前）

１１．本論

１．家族機能の障害要因とその発生状況

（１）被爆前（昭和20年１月一被爆直前）の状況

調査世帯が昭和20年１月から被爆直前にいたる約７ヶ

月間の生活において，いかなる家族機能上の障害要因を

受けたであろうか。第１表にゑられる通り，36111瀞のう

ち半数強の19世帯が当該期間中なんらかの障害要因に承

まわれているが，このうち特徴的なことは世帯主もしく

は主たる生計維持者の兵役召集による別居（表中の記号

はｃ）が圧倒的に多いことである。これらの別居世帯の

すべては被爆時を世帯主もしくは主たる生計維持者とい

った主要役割遂行者の不在において迎えることになった

のであり，彼らの復員後の再組織化への参与を別にすれ

ば，少くとも被爆時においては，実質的に欠損世帯と同

様のハンディキャップを有していたと見なし得るのであ

る。

このことは，とりわけ夫婦世帯においていえることで

あり，これらの世帯のすべては被爆時にお',､て，家族解

体を生ぜしめるのである。

別居要因を除くと，他の障害要因の発生は量的に少な

くなるが，しかしながら，それらのいずれもが戦時体制

下にあり，しかも戦争末期において家族が甘受しなけれ

ばならない災厄として象徴的に表われているのを承るの

である。

すなわち，夫婦世帯のこうむった死亡要因（表｢'1の記

号はＡ）はすべて兵役に赴いていた成員の戦死であり，

このうち２世帯が世帯主たる夫のそれである。

さらに当該期間にこうむった経済的資源の喪失として

表われた要因（表中記号はＥ）として，夫婦世帯の二ケ

ースを承ることができるが，これらのいずれもが呉市と

岡山市での空襲による家財一切の焼失によって示される

ものである。

このように，被爆前において調査世帯の家族生活に発

生した機能障害要因の殆んどが戦時下の異常な状況と密

接に関連して表われたものであり，被爆前の状況におい

てすら，すでに極めて異常にして不安な状況下に多くの

家族がさらされていたことは，我々の体験からしても充

分納得のできることである。

なおこの時期においては，障害要因はその殆んどが単

独に発生しており，夫婦世裕における死亡と別居の複合

型要因(長男の戦死，次男の召集）の一ケースを除けば，

極めて瀬純な発生形態を示している。

（２）被爆後第一期(昭和20年８月６日－８月末，９月初

めの）状況

昭和20年８月６日午前８時15分，広島上空より原子爆

弾が投下された。この時より約１ヶ月弱の短い期間にお

いで通常時では想像もつかないほどの障害要閃が，し

かも複合重層的に家族に加えられたのである。

、ハ

●
●
●
●
ｇ

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

く家族機能の障害要因＞

死亡による欠損

離婚，遺棄，失除

別居，兵役召集，疎開，長期出張，拘留

疾病．精神障害，その他の肉体的損傷

経済的資源の喪失（災害などによる資産の喪失，破

産，失職など）

家族内外の不適応要囚（差別などの地域生活上の不

適応，家業の斜陽化，低所得，過重労働，職場での

不満などによる職業生活上の不適応，貧困，成員間

の不和など家族生活上の不適応）

Ａ～Ｆまでの障害要肉を含まぬものＧ、

社会学研究科紀要第８号１９６８

Ｆ、

醗日
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次に重傷，病気による障害要因は19世帯の一人以上の

成員に発生しており，この場合意誠的に除外した被爆時

の暇傷を含めれば洲査世帯のすべてに豆るものとするこ

とができる。

発生数の第三位は死亡による障害要因で１人以上の成

員欠仙が13世帯に発生している。

尚，世帯形態別に見た場合，要囚発生の分布は同様の

傾向で分散しており，世帯形態間の特徴を示すものはさ

しあたって見出すことはできな'‘,。これはいずれの．|化帯

形態に対しても原爆被爆の価蛸が縦しく誠かつたことを

物語るものといえよう。

更に，調査世帯を定着世帯（被爆前から今、に黍るま

で当該調査地区であるＦ町に居住していたもの）と来住

世帯（被爆前はＦ地城外に居住し，被爆後当地区に来住

したもの）別に要因発生の特徴をゑた場合，定着世帯に

家屋倒壊，焼失の要因が顕著で，定着世帯の26世帯すべ

てに発生しており，しかも24世帯が家財とも全焼の憂き

目に合っている。さらに顕著なことは定着世榊の場合，

要因発生が複合的なものとして現われてきており，とり

わけ家屋焼失，人員欠損の復合的な要因発生は家族をと

りまく地区社会（sub-community）の解体をも物語る

ものとすることができる。

他方，来住世帯の101Ⅱ:帯は要因発生の複合型が比較的

少1,,。これは,来住世帯のなかに入市者(3世帯）ならび

にＦ地区よりも爆心地から遠距離の市域部に居住してい

たもの（３三世補）が含まれているため，被爆||､の被害

が相対的に軽減されたものと考えられる。但し，Ｆ地区

よりも爆心地に近い場所に居住していた世帯には複合度

の商い障害要因が加えられていることを附記しなければ

ならない。

第２表世帯形態別障害要因発生状況

（被爆時～20年８月末.９月初め）

Ⅱ 一 チ

子供

（３）被爆後第２期（昭和20年８月末．９月初め～20年

末）の状況

被爆後第２期は地域社会自体が被爆による打撃によっ

て打ちのめされ，敗戦による人心の虚脱感に加えて，台

風被害の追打ちなどにより，住民生活に一層混乱の度を

深めて1,,た時期である。

しかし，他方でそうした混乱の''1から，焼土を這うよ

うにして暗中模索しつつ破壊された生活の再建に立ち上

がろうとしていた人我もいたのである。

被爆Ⅲ洲:の中でも，世帯主やそれに準ずる役荊遂行者

がともかく健在であったもの，敗戦後いち早く帰還して

きた復貝者を持つ世椛さらに,被爆していない引揚者世

帯などは周辺部の阿鉄駅附近のブラックマーケット（闇

Ⅱ一卜

父子

Ⅱ 一 へ

母子

Ⅱ一ヌ

泥成

計

第２表に見るとうり，家族成員の死亡（すべて被爆に

よるもの)，被爆による亜傷と病気,家財の倒壊と焼失と

いった複合的要因(表中記号はＡＤＥ）をはじめとして，

調査世帯の36世帯中35世柵に障害要因が発生している。

この時期の障害要因は複合的に発生したものが35世帯

中27世帯で実に７割をこえているが，とりわけ特徴的な

ことは家財の倒壊・焼失と家族成員の死亡欠損ならびに

家族成員の亜傷・病気（但し軽い負傷は除外する）の三

要因が複合型の主調音をなしており，肢も加重な要因と

承なし得るものは，別居(長男の召集)，死亡(妻の死亡）

病気，亜傷(夫の病気)，家財の全焼（以上表中記号はｃ

ＡＤＥ）のケースに承る複合型である。

障害要因を単独にばらして要因毎にその発生数をみて

みると家臓の倒壊（但し全壊程度のものに限る）・焼失

(全焼)が蚊も多く，またlIiWi害要因発生1112柵の35世柵''３２

世帯，したがって全調査世帯の約９削が生活の拠点を失

っていあことになる。

'31316'111141412151611136

欠
損
世
帯

11-ホ

単身

合
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市）に進出するなど生活を一応うるおしているグループ

も出現していたのである(')。

しかしながら，こうした生活再建を志向するグループ

のなかにおl,’てすら，この時期に新たに発生した障害要

因によって家族解体に至らしめるものも承られたのであ

り，大多数の被爆世帯は被爆時において加えられた障害

要因をそのまま持続しつつ大きな緊張のなかにI1々を送

っていたということができる。とりわけ郡部など周辺部

に頼るべき親類知人を持たないＦ地区住民の多くは疎開

先で休養をとることもなしに焼野原にそのまま残留して

生活の再建を試みようとしていたのであり，その意味で

一層困難な生活状況におかれていたといえる(2)。しかし

ながら他方では焼土に残留せざるを得ない条件によっ

て，文字通りなりふりかまわぬ裸の姿で現実に適応し，

食肉業など部落産業を通じて生活の再建にのり出してい

ったものもいたのである。

第３表に承られるとうり，被爆後第１期における障害

要因を克服し，新たな要因発生の翠られな１，，８世帯のな

第３表世帯形態別障害要因発生状況

（20年８月末.９月初め～20年末）

〕'1〕

館８号１９６８

かには再建組の典型をみることができる。総じてこの時

期には，前期よりもちきたった傷病に加えて，肉体上精

神上の疾病の発生が高く，障害要因発生世帯28世帯のう

ち17世帯を占めている。

さらに，召集中の夫が復員してこないことによる消極

的|畷tf要因が６世帯に承られる。

また，この時期に死亡欠損が生じた世滞が４世帯もあ

り，他方未だに生活の基盤である住居を持ち得ない世帯

が４世補も承られる。（多くの世帯は住居の焼失，倒壊

後，バラックなり仮小屋を建設し漸定的にせよ，それに

よって生活の拠点とすることができた)。

〔注〕

1）広胤市役所『新修広島市史』（昭和33年）第３巻第
８章766-767頁。

2）前川『原爆被爆とその後の社会生活』の「Ｆ地区

の１F例」において詳述している。

２．家族の解体現象と再組織化

（１）家族機能の障害要因による世補形態の変化

原爆被爆によって発生した家族機能の障需要因は生計

と居‘住を共にする家族の現実生活態としての世帯形態を

どのようの変えたであろうか。

第４表は被爆直前の世帯形態（この場合，被爆前にお

いて発生した戦死などの要因によって夫婦世帯から母子

世帯へ変化したケースが２世帯含まれている）から被爆

被害の障害要因により変化した被爆後第１期の姿，なら

びに第１期の形態に第２期の障害要因が加えられること

により変化した姿の２時期の推移を承たものである。

先ず，被爆後第１期における特徴は死亡欠損要因によ

る欠狐世帯の増加であり，とりわけ父子世柑が目立って

し､る。

さらに，このことは第２期においても顕著であり、欠

損世帯の分布は父子世帯から子供世帯へ転移するなど広

がる傾向（被爆後第３期以降において特徴的に示される

が）を承せている。

なお，こうした世帯形態の変化を承る場合注意しなけ

ればならないことは，世帯内の主要役荊遂行者の死亡欠

損が必ずしも形態上の変化を招来するものと単純に規定

してし､ないことである。とりわけ，このことは直系世帯

においていえることであるが，例えば世帯主もしくは主

婦（あるいは両者）が死亡した場合でも同一世帯内にお

いて祖父もしくは祖母（あるいは両者）が欠損者の役割

を充分代替し得る状況にあるならばこの世帯を欠損世帯

形態（母子もしくは父子世帯，あるいは子供世帯）とは
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第４表陣奔要因による世帯形態の変化

一昭和20年８月末の時点および20年末の時点において－

Ⅱ
ｌ
ヌ

混
成
世
帯

一
訪
仙評

ツ

‐一－一

（２）家族解体と再組織化の事例研究

Ａ、被爆前の亦例

昭和20年１月から被爆直前にいたる約７ヶﾉｰlの期|川に

||}現した家族解体は雛解体家族を含めて４世柵である。

第５表に承る通り，解体家族の２世柵はいずれも15才

未満の子供を養育する若い夫婦世帯であったが，夫の戦

死によって母子世帯となった。それまで夫の別居(召集）

により役割櫛造を通じて現象していた家族機能障害は精

神衛生(表中記号⑤)，教育・養育(表中記号④)，性なら

びに生殖(表中記号③)などの諸活動において顕在化し，

成員の教育と内部緊張の処理に困難を感じることによっ

て生活の展望を失うことになる。このことは，締済的・

生活保証的活動(表中記号①)が夫の召集中，妻によって

遂行（役割の代替）されることにより維持されていた生

活構造の均衡を崩すに至るのである。

他方，被爆前にふられる二つの準解体家族は双方とも

周辺都市(呉市ならびに岡山市)における空爆によって焼

出され，家財など多くの生活資源を失ったものである。

なし得ないのである。こうした関係は単なる核的家族形

態上における欠狐家族の概念とは異なるものであり，こ

の意味でこうした|Ⅱ淵形態類型には機能概念が入りこん

でいることを認めなければならない。

したがって，この場合，死亡などによあ陣韓要Ixlの発

生によって出現する欠損世帯は単純に家族椛成上の欠損

によって割り出される数字よりも実際には少数のものと

なっている。

ただし，ここで世帯形態の変化を検討する意図は家族

解体を単なる欠損家族論に収敏させるものではないわけ

であり，欠狽，非欠択のいずれの形態をも含めて一定の

形態と家族周期段階におかれた家族に加えられる障審要

因によっても生じる陣fl＃現象とそれによって紬果される

家族構造の解体を|川題とするわけである。その際，ｌｌＩ:帯

形態は障害要因のインパクトに対する抵抗性，さらにイ

ンパクトの受容に伴う障害現象に対する役割構造上，生

活構造上の柔軟性を表現する指標的役割を果すものであ

り，この場合，いかなる家族周期の段階における|Ⅱ:帯形

態であるかを側題とせねばならないであろう。

(註）１．カッコ内は昭和２０年末時点での数字。

２．矢印は被爆後鋪１期から第２期への変化の方向を指す。
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『原爆被爆世柵における家族解体とその再組織化」
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第５表調査世帯別被爆前家族解体の状況（20年１月～被爆直前）

社会学研究科紀要第８号１９６８

豊蕪灘熱競凄塵競聯窯識識
困難におとしめる機能障害現象が生起するのである。こ峠接的，且つ根の浅いものであり，したがってその再組織
のことは世帯間の役割関係の不適応を随伴させることと化は生活構造の解体をもたらした障害要因の克服手段が

なり，役割構造に強度の緊張を強いることになる。比較的多様である限りにおいて，前二者よりも容易であ

被爆前における家族解体はこうした４世帯のケースにるといえる。

承られるように，一方で家族機能の障害が役割構造の解こうした意味で解体家族の多くは役割・生活構造解体

体を通じて現象するものがあり，他方では生活構造の解型および役割構造解体型を右するのに対し，準解体家族

体を通じて現象するものを承ることができる。（ま生活構造解体型によってその大半を占められることに

前者を役割構造解体型とすれば後者は生活描造解体型なるのである。

とすることができる。 次に解体家族のこの時期における再組織化を問題とし

これら二つのタイプの他に家族の機能障害が複合的ななければならない。

障害要因によって役割構造ならびに生活構造の双方に直先ず，夫の戦死によって母子世帯になった２ケースで

接的且つ同時発生的に現象するタイプを承ることができある。第６表にみる通り，解体後の両者の再組織化状況

るが，これは役割構造ならびに生活構造解体型とするこは各自の再組織要因の選択によって相異なるプロセスを

とができる。 示している。一方のケースは，夫の召集後，夫の役割を

役割構造ならびに生活構造解体型と役割描造解体型の部分的且つ間接的に代替していたのが夫の欠損後，そ

二つのタイプは，家族機能上の障害現象が広汎で根の深れを全面的に引き継ぎ，母子４人（世淵:番号、）の生活

4(】

①③④⑤の４
の機能障害

〃、齢ｅ刀
三ＴＰｒ

刻
当

①②④⑤

〈家族周期の諸段階について＞

子供のいない(新婚)夫婦の段階く第１段階＞

長子の出生から長子の義務教育終了までく第２段階＞

長子の義務教育終了から末子の自立（就労もしくは結婚）〈第３段階＞

末子の自立から夫婦いずれか(夫)の死亡まで<第４段階＞

夫婦いずれかの死亡から夫婦いずれも(妻)の死亡までく第５段階＞

1．当該諸段階については生計単位としての家族構成上の現実態から染たＩ夫婦世帯，Ⅱ直系世帯,Ⅲ複合世

帯のいずれにも適用するものとし，そのために，各為を夫婦と子供による家族的単位に分割し，単位毎

（ｒ、Ⅱ．Ⅲ）の段階（Ａ－Ｅ）を組合せることとする。例えば，直系世帯で母親とＣ段階にある息子夫婦
の場合はⅡＣＥとなるｃ

2．当該諸段階については，今回の調査から実証的に割り出した法則的産物ではなく一般的’漸定的設定にす

ぎない。その意味で，適用の有効性には問題があるが，あえて適用した意図は，障害現象に対する家族の
柔軟性，抵抗力を検討する必要にせまられたからである。

3．当該諸段階を設定する上で，森岡清美「家族の変動に対応せる周期段階の設定」『社会科学ジャーナル』(第
６号，1965年）から多くの示唆を受けた。

。
］

３１空襲による願〃〒、込
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世WIF外代替者
(妻の実家)の存在

2１

第６表調査世帯別被爆前家族解体の再組織状況（20年１月～被爆直前）

夫婦世’|＃ 複合世帯
→夫婦11{:帯

分類|職|世補形態｜梅組織要因|世帯形態の変化

4０

再組織現象｜解体一再組織パターン

〃

1３

ｄ、

世帯内代替者(妻）
の存在

1８ 3５ 2６計 1５ 1５

解
体
家
族

①の機能障害回復
（準再組織化）

母子世滞1３ 母子世帯 解体→解体

４ ４ (4)

20年８月6日
～８月末
９月初め

２０

20年８月末
９月初め～
２０年末

１０

２５年
～

32年末

５

末
末

年
一
年
３

１
４
２
２

ｅ･

世帯ﾀﾄ代替者(母）
の存在

①②の機能障害回復
（非再組織化）

母子世補 母子世帯3２ 解体→準解体

群
一
蕊
－
９

２５ (20）

２ 1１ ７

Ｃ･

世帯ﾀﾄ代替者
(夫の実家)の存在

準
解
体
家
族

①⑤
(準再組織化）

夫婦世柵3１ 複合世帯 準解体→紫張

６

第７表時期別異常家族の出現数とその推移

５

、、駕i‘

#隣'二詮 (9)1２

<再組織要因について＞

a・結婚・再婚

b・成員の復帰（別居の解消，復員など）もしくは世袖ﾉﾐlの世代の交替

c・社会復帰，生計手段の獲得（就職，転職側業，病気回復）

d・世柵内の役割代替者の存在（同居の親族もしくはそれに準ずるもの）

e・世州;外の役割代替者の存在（非同居の親族もしくはそれに準ずるもの）

f，住居など物理的生活基盤(資源)の回復

g､その他の不適応要因の解消（同居成員の他出もしくは抹消などによる陣沓要因の解消）

１１．生活保護など行政的援助

z・ａ～ｈまでの再組織要因を含まぬもの

（現在）
41年８j］
調査時点

（７）

を被爆時まで統けるのである。（但し近くに川位する義

弟との交流があり，被爆後彼のもとへ避難することにな

るが，この時期には彼が夫の役割を部分的にせよ代替し

ている形跡はない｡)。

他方，もう一組の母子世柑は，夫の死亡後４才の長男

を辿れて居住地の大阪'|了を引揚げ，Ｆ地区の妻の実家に

身を寄せるのである(世帯番９．，)。このことによって夫

の役割は実家の世柵主である妻の母親（父親はすでに数

年前に死亡しており，本人の、届によってもなお母子世

滞形態を持続する)によって代替され,経済的生活保証面

(表中記号①)，家庭管理面(表中記号②)での機能障害が

一応回復されるのである。

しかし，この場合でも，実家は未だに被扶養者の子女

(本人の妹２人)をかかえており，ｌﾘｰf二人が同暦するこ

とにより，生活柵造に一定の緊張とひずみを加えるに至

るのである。このことは当該世州勾における精神術生

面，教育・養育而における機能障害が現象していると考

えることができるため，再組織化に準ずる状況において

なお準解体家族にとどまっているとみなすことができる

のである。

次に，準解体家族の二ケースについてであるが，これ

らはいずれもTlj外居住地からＦ地区にある実家に避雌

し，生活構造の新しい均衡をはかる契機をつかむことが

出来たことで再組織に準ずる状況にあると承なすことが

できる。

しかし，実家の援助を全面的に受けている状態にあっ

①②④

（準可組織化）

『原爆被爆世ﾘﾙにおける家族解体とその再組織化』
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第８表調査世帯別被爆後鮒１期家族解体の状況（20年８月６日～８Ｈ末．９月初め）

2２

〃

①②③④⑤

体

生活構造解体型

分類|職|前世帯形態|家族燭期 解体類型ｔＩｆ記岡｜州･帯形罷、

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

ⅡＥ・Ｂ

Ｉ・Ｂ

①②③④⑤‘直系世帯２
－
４
－
６
－
７
－
⑩

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

①②③④⑤

夫婦11t帯 ①②③《

①②③④⑤

①②③④

②③④⑤の機能障害

家

|陣害現象’

夫婦 世 帯

１．Ｂ

Ⅱ．Ｃ・Ｂ

州
Ｊ
州
一
》
｜
酔
一
州
一
》

｝

ｋ
Ｊ

ト
ヂ
Ｊ

母子世帯

①②③④⑤

父子世帯
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こうした複合的且つ同時発生的に現出した障害要因は

世帯形態の如何に拘らず深刻な家族機能の障害現象を結

果し，大量の家族解体が生じたのである。

すなわち，第７表に承られるように,解体家族20世帯，
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な状態にあえいでいたことになる。
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Ｂ・被爆後第１期の事例
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はすでにのべた。

①②④⑤系世帯４３１直系世帯｜Ⅱ．Ｅ・ＣＩＣＥ

″
一
″

①②④⑤

Ｉ・Ｃ

Ｉ・Ｃ

ｕ．Ｃ・ｎ

ｌ．Ｃ

１．Ｃ

Ⅱ．Ｃ，Ｂ

夫婦世帯

夫婦世帯

脇
一
画
一
別
一
皿

①②④⑤

系世帯直
一
直

Ⅱ．Ｅ・ＢｌＥ

夫婦世 帯

複合世帯皿.，．Ｂ･ＢｌＡＥ

１．ＡｌＥ

″
一
″

弱
一
虹
一
⑫

①②④⑤

①②④⑤

直系世帯

血系世榊

①②③④⑤

直系世帯

夫婦世帯

直系世帯

Ⅱ．Ｅ・ＢｌＣＥ

〃①②④⑤夫婦世 帯Ｉ、ＢｌＡＥ

母子世州： ①②③④⑤

〃複合世補 ①②④⑤Ⅲ．Ｅ･Ｂ･ＡｌＥ

〃

母子世帯

母子世帯

直系世帯

直系世帯

夫婦世帯

夫婦世帯

拠
一
訓
一
鋤
一
羽
一
錨
一
師
一
錦
一
伽

１
－
８
’
９
’
四
｜
皿
一
廻
一
躯 》

一
》
｜
》ｌ

犯
一
鉦
一
弘

１°Ｃ｜ＣＥ

①②③④⑤族

〃夫婦世 州

〃

夫婦世帯’１．ＣｌＣＤＥ

Ⅱ．Ｅ・Ｃ ①②③④⑤

Ｉ

①②③④⑤

Ⅱ．Ｅ・ＣｌＥＤ

夫婦世 柵

Ⅱ．Ｃ・Ｂ

夫 婦世帯’１．ＣｌＤＥ準
解
休
家
族

〃夫 婦世 帯

①②③④⑤咽
Ｊ
Ｃ

Ｉ
Ｉ

夫婦世帯

夫婦世帯

①②④⑥夫婦世帯’１．ＣｌＣＤＥ

①②③④⑤

直系世滞’①②③④⑤

夫婦世帯

直系世帯

①②③④⑤

〃①②④⑤Ｉ･ＢｌＥ

世 帯

世帯

１．Ｃ

複
一
夫

合
一
婦

①②④⑥

|〕１．Ｂ

ＡＤＥ 夫婦世１１

Ｃ Ｅ 夫婦世′’

ＣＥＩ）

Ａ Ｅ Ｃ

、
４
三

寸
０
Ｊ

ＡＣＥ

Ａ Ｅ Ｄ

ＡＥＩ）

ＡＣＤＥ

ＡＤＥ

Ｅ・Ｄ

Ｅ

Ｅ Ｄ

Ａ Ｄ Ｅ

ＡＣＥ

Ｃ ・ ， 夫婦世７１

ＡＥ 父子世Ｉ’

Ａ Ｄ Ｅ 夫婦世１



1４

『原爆被爆世柵における家族解体とその再組織化』２３

しかも，災’1Wならざる１世州;は広Ｉ;ﾙ駐屯部隊の兵隊でで，１，､わぱ準欠損の状態であること，などの哩山によっ
被爆当'1仙盈Tlj域周辺部で休養してし､たり11:外出身の単身て雛解体家族と区別したのである。

世帯であり，これを例外的存在と考えれば，全世州:が被また，主要役割遂行者の死亡欠損がなし､場合でも役割
爆によって異常家族となったといえる。構造解体型としているケースは，（１）重傷,疾病などによ

こうした各調査世帯の解体状況を個別に検討して承るり長期に亘り役割を遂行できない場合,(2)世椛主が召集

ために次の鋪８表を作成した。これによると解体家族2０中のため準欠損の状態にあり，しかも親族，もしくはそ

世帯の大多数は役剖・生活柵造解体型を示しており，家れに準ずるものからの援助がｉ１｝られなし､場合，などの条
財焼失，亜傷，死亡など複合化した障害要囚によって，件を考噸している。

役割構造と生活構造の両者を殆んど同時的に解体せしめ次にこの時期における恥解体家族につ'‘､てである。す

られていることは，原子爆弾投下の家族に直接及ぼしたべては被爆時に生活の拠点たる家屋を焼失もしくは倒壊

衝撃がいかに強いものであったかを理解することができさせており，その大多数の家族がＦ地区内のiIlI川敷，堤

る。防，空地に避雌し，被燦後の数週間の生派を１Ｗ川｢j然に

なお,解体家族のなかに生活ｲﾙ造解体型が三ケース(表送っている。（第９表の１．節９表の２参照）

中世帯番"｡②④⑯）承られるのは'１１家族周期の段階，しかも彼らのなかには，山手川河岸（放水路工蜘用定

(3世帯とも幼Ｉ,､被扶養成員を多数かかえており，調査世地）などにそのまま仮小屋を建てて住承つくものもあっ

淵②のケースは更に病気の老令者を有している）から承た。

て家族の椛造的抵抗力の弱いこと。(2)世裕主が淵雌''１いずれにせよ，この時期においてはＦ地|茎全休がコミ

第９表の１直接・間接被爆者別８月６１１当夜の避難先・滞在地

４ 1０市内 ８

３

_里 一

２

カッコ内は間接被燦蒋の含まれている数字。

かの表で「その他」とあるのは駅機内，屠殺場などの建もの，己斐，古江の111111に避難した人たち，また

は召集中のものを指す。

(註）１．

２．

７

2０

自宅（跡） その他
行方 不 明 ｜ 即 死 ｜ 不 詳 ’ 計

１Ｆ 地区

市内｜ 市外市 内 ｜ 市 外

０
１

８
⑫

二
言
口

１０2１計

直接被爆者 １１ 179人５

３

７０

(2)

１

(1)
・２７

（１）
市外 ６ 2０

７４

(2)

聴繊瑚翻… その他｜不詳

間接被爆者 5人

144

(4)
１７

(1) １
２
１く

域謬|灘撫|剛撫。

(註）１．

２．

市内の自宅で避難したもの20人のうちＦ地区居住者は16人。

行方不明者は後日死亡推定としたもの。

第９表の２８月６日当夜の避難・滞在地区別避難先・滞在地

一上表で「その他」とあるものに限る－

３７

(1)
１

(1)

計 184人1１ ５

2０

(Ｆ地区16人）
112 2８

2０

１

１

３

１１５

１



複合世帯｜①②③④(準再組織化）

社会学研究科紀要第８号１９６８

第１０表洲査世帯別被爆後第１期の再組織化状況（昭和20年８月６１１～８)1末・９月初め）
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き親族や有力な知人は極めて少なかったといえる。
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『原爆被爆世帯における家族解体とその再組織化』２５

また，同一地区内で親族間の相互扶助があるとして

も，この時期においてはその盗力には限界があったと考

えなくてはならない。

さて，次に当時期における家族解体の再組織化につい

てみて象よう。節1o表は解体家族，iiIIi解体家族の全世帯

について,解体後の1'j:組織化状況をまとめたものである。

全般的に象た場合，解体家族が家族機能上の障害現象

を克服するために選択する1'j:組細要因は世補内における

役割の代替によるか，あるいは世州外に役割遂行の代替

者をもとめるものが多くみられる。しかし，こうした役

割代替による再組織化への試承はこの時期には多くの場

合成功してはl',ない。

むしろ，世帯主もしくはその他の主たる生計維持者の

復員などによる成員復帰の要因が一応再組織化を成功さ

せていることに留意する必要がある。

しかし，こうした成員復帰などによって再組織化（準

再組織を含む）をなしとげる家族は解体家族から緊張家

族への転移において承られるものに限られる。

なお，準解体家族の場合，再組織要囚は住居の建設に

集中しており，この時期においては殆んどが粗末な仮小

屋にすぎなかったにせよ成貝が生活を共に営める基盤を

つくりあげることは彼らの岐似先の逃択であったといえ

る。彼らのうち，一応再細織化に成功したものは自宅跡

に復帰できたもの，及び主要な役割遂行者の成員復帰な

どによる３ケースであり，多数の世梢が準再組織化をな

し遂げているがそれらは緊張家族として再解体の不安に

さらされているものとすることができる。

Ｃ、被爆後第二期の那例

すでに第７表でみた通り，当時期の家族解体は被爆後

第１期に比較して減少しており，解体家族は10世帯，準

解体家族は５世帯となっている。

それに代って，緊張家族が11世補と大巾に増加してい

る。

解体家族の世帯別の内訳は第11表の通りである。この

時期においては調査世排全般に疾病要因が多発してお

り，さらに家族内外の不適応要因も承られるようになっ

たと前述したが，そうした要因の殆んどが解体家族に導

く要因となっている『》

また,主要役割遂行者の死亡要因の場合も同様である。

こうした要因の介在によって世帯形態が変化したもの

としては，家族内不適応要因（疎開先の叔父との不和）

によって複合世帯から直系111柵へ変化したもの，ならび

に父親の死亡による父子世帯から子供世帯への変化，世

帯主(夫)の死亡による直系世帯から母子世帯への変化の

一一

３ケースである。

なお，この時期の解体家族の６割は欠損世補によって

占められており，就中，母子世州の４世帯が顕著である。

準解体家族の場合も，１世淵を除いて欠損世帯で占め

られているのが特徴的であり，また，役割椛造解体型で

あることも共通している。一兄すると，これらのケース

はむしろ解体家族に帰凧するようにおもわれる。しかし

個別に検討してみると洲在IItWf番号⑬のケースは母子･世

帯であっても，義弟と同居することにより，経済的には

一応保証されている。但し，母親は病気勝ちであり，家

庭管理面，教育，養育面で機能障害が持続しており，さ

らに義弟と子供達の関係にも不適応が生じている，など

の理由から役割櫛造における準解体とふなしているので

ある。

また，世帯番号⑬は世柵主の夫が３人の子供を被爆で

死亡させたことで気を落してのち無気力症状を呈するよ

うになる。以後彼は生計維持者としての役割を遂行せ

ず，ぶらぶらすごすことになるが，家族周期から歌て他

の子供達が生計を支えるようになってきているため準解

体にとどまっている。その他，父子の２世帯についても

家族周期上，世代の交替が予定されていること，ならび

に生活保証面の機能が円洲に充足されていることなどか

ら，準解体家族と承なすことができる。

さて，次に再組織化についてである。

第12表をみると再組織要囚で顕著なことは世梢内の役

割代替が多くの世帯（10世柵のうち８世帯）で試承られ

ており，それに反して世柵外に代替者を求めるケースは

ふられない。これは，一つにはこの時期における家族周

期の段階がおおむねＩ－Ｃの段階，すなわち長子が義務

教育を終えて就労し得る状態に入ろうとしているものの

多いことと関連するようにおもわれる。その典型として

世帯番号⑨のケースをふることができよう。

なお，解体世帯が正常家族に再組織化したケースが１

世帯承られる。これは母子世帯であるが病気の息子が回

復し，勤め先に復帰したため，事実上，世代の交替がな

されたといえる。（表中世梢番号は⑳）

111．今後の展望と問題点一結語に代えて

原爆被爆の家族にもたらした衝撃がいかに強烈であっ

たかを，これまで述べた家族の機能障害要因の発生形

態，障害現象、解体家族の性格によって知ることができ

るであろう。上述の検討に示された傾向がＦ地区に限ら

れたものであるかどうかは，今後の他地区との比較研究

に待たねばならない。
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３８１父子世滞｜ＩＣｌＦ｜父 子 世 椛

分類騨諜 ３ＨｆI･琴亨１１弓Z1TE‘

夫婦世帯｜ｄ(妻・次女）

準
解
体
家
族

①③④⑤の磯３１ＣＤＦ｜花

晦
一
Ⅳ

1３ 準解体→緊張

〃

母子世帯e(叔父）

父子世帯’ｄ(長女） 父子世柑 ①（非再組織化）

〃〃

①②④(準再組織化）

①②③④⑤

夫婦世幣夫婦世帯

母子世帯

躯
一
羽

母子世帯母子世帯 解体→解体①（非再組繊化）d(母）
－

d(妻）

d ( 三 男 ） ｜ 母子世帯 ①②（非再組織化）母子世帯

①③④⑤

型
一
釦

母子世帯 ①②⑤(再組織化） 解体→正常

解体→準解体

①②③④⑤

ｂ・ｃ母子世帯

〃 〃2０ 子供世帯 f、ｄ(次男）｜子供世帝

d(母)ｆ

〃夫婦世帯 d(妻・次女）｜夫婦世帯

９

父子世帯 解体→準解体

鋤
一
羽

①②（非再組織化）d(父）解
体
家
族

〃 〃1０

①②④⑤

〃

直系世帯

父子世帯

直系世帯

役割構造解体型

〃

②③④⑤１３１母子世帯｜ⅡＢｌＦＤ 母子枇帯

夫婦世滞

準
解
体
家
族

直系世補

Ｉ

ｂ・ｃ

母子世州： 解体→紫張①②③(準再組細化）ｄ（長女・長男）｜母子世帯

夫婦世帯

１６１夫婦世帯ｌＩＣｌＡＦ ③④⑤
－

〃

妬
一
詔
一
銘

７ 直系世柑

分類博講|世帯形態｜再組織要因|世帯形態の変化｜再組織現象｜解体一再組織パﾀー ﾝ

①②（非再組織化）

解体→正常①②③④⑤(再組織化）

準解体→準解体

父子世補’ｄ(長女）

〃 〃

３３１父子世帯｜ＩＣ｜，｜父 子 世 椛 〃

父子世椛

第１２表調査世帯別被爆後第２期の再組織状況（20年８月末．９月初め～20年末）
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さらに，今後の研究の血要な課題は，昭和21年以降現

在に至るまでに現出した家族解体呪象の検討である。本

摘では触れなかったが，これまで検討した結果では，被

爆後第２期までに現われた解体家族は，その後の時期に

一時的に減少するが，近年に至り再びその出現率が術ま

る順|Alを兄せている。そのなかには，被爆後第２期まで

比較的正'附なタイプに肌していた11:例が，その後の過挫

で徐々に欠損をつみ重ねて根の深い解体現象を示すもの

もあり，更に一たん再組織化に成功しながらも再び解体

をくりかえす蒋解体型をみることもできる。またさら

に，被燥時より現在に至るまで終始一虹して解体してい

る恒常解体型を発見することができる。

こうしたドラスチックな事例の他にも，一見被燥の影

響が間披化していく時｣’1におl‘,て突然火山の噴出のよう

に，ｉ}:':接的な障害要凶として介在してくる事例に出逢う

のである。

しかし，それにも拘らず，被爆後第３期以降の家族解

体分析においては被爆被'iti:の要因の承を面接の発生条件

とすることはできないのであって，その他の様含な社会

変動の波動をも複合的に考慮せざるを得ないであろう。

こうした点も含めて，今後の課題となる問題点の主要

なものは次の通りとなる。

一 一一___

第一に，分析枠の整理が解体の測定と再組織化の過程

分析において－１Wなされなければないこと。とくに被爆

鮒３期以降の検討にあっては，解体現象における精神

的，心理的側面における不適応状態を重視しなければな

らないだけにその測定方法には充分な検証が必要であ

る。

さらに再組織化における職業移動，社会階Ⅳ1などをど

のようにとり扱うかも問題となってこよう。卵二には家

族解体の論理構造に地区社会の解体と個人解体の問題を

どうくみこむかと1,,う検討が必典となってこよう。

沈三には非被爆世ｲﾙとの比較研究がなされねばならな

いが，その場合，地区社会のなかでの被爆世補との関係

が問題にされることになろう。鋪四に，解体と１１j組織化

の巡閲ペターンを６時期を通じて’ｌｉ査世帯のＩ１Ｉｌｌｌ別小:例別

にとる必要があり，そうした手統きによって塊在みられ

る解体家族の事例を検討する場合，家族の布する柔軟

性，抵抗力，もしくは家族のバイタリティとでも称する

ことのできる櫛造的特質を逆にとらえなおさなければな

らなし､であろう。

こうした家族の柵造的側面における変動過挫に注I]す

ることによって，家族生活におよぼした被爆の影響を分

析することが今後の主題なのである。


